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▼ 総合オンブズパーソン制度の苦情申し立て内容と結果（要約）
苦情申し立て内容
【　】内は担当

結果（オンブズパーソンによる調査、
意見、勧告など）

小学校の学習支援員について
① 報償額が適切に決定されていない
② 支援の困難さや負担を教育委員会
が把握していない

（平成30年度からの継続案件）
【学校教育部】

①不適切とはいえない
② 活動実態を把握、調査分析し、改
善を要する事項については速やか
に対応するとともに、支援員が相
談できるしくみを検討するよう意
見を述べた

市立会館の利用に関する抽選の公平
性について
【総務部・生涯学習部】

市の抽選システムは適正に運営され
ている

障害福祉課、障害福祉事業所の対応
について
① サービスを受けたいが事業者が見
つからない
② 担当課へ問い合わせをしているが
対応が悪い
③ 事業所職員が本人の意向を確認せ
ずサービスを提供した
④事業所から契約を解除された
【保健福祉部、障害福祉事業所】

① 申立人の言動が影響している面も
否めないため、関係者の意見もじゅ
うぶんに取り入れ、協力し合うこ
とが求められる
② 対応が悪い点は確認できなかった
③ その場で申立人が希望内容を伝え
れば対応できた
④ 過失がない事業所に弁償などを求
めたため、やむをえない

生活福祉課職員の対応と生活保護費
の支給について
① 生活保護申請時に職員から恫

どう

喝的、
威圧的な対応を受けた
② 生活保護が受けられなかった間の
保護費の支給を求める

【保健福祉部】

① 当初、保佐人の同席を断るなどの
対応があった。今後は相談者の心
情に配慮した接遇を心がけること
を求めた
② 生活保護の実施責任が他市にある
ため、昭島市では支給できない

滞納による納税課職員の対応について
① 退職金を全額差し押さえられた
② 納期が未到来の国民健康保険税な
ども全額差し押さえられ、その後、
会社の社会保険に加入したことで、
国民健康保険税の過払い状態が生
じた
③ 国民健康保険税の返還手続きの際、
①、②について謝罪もなく態度が
悪かった

【市民部】

① 全額ではなく、滞納分のみであった
② 滞納分を差し押さえる場合、当該
年度分も一括徴収できるという地
方税法に則ったものであった。ま
た、国民健康保険税の過払いは、
正当な理由で一時的に生じたもの
で、申立人が後に就労することを
知ることのできなかった市の対応
に問題はない
③ 市の対処は適正であり問題はな
かった

生活保護に関する指導と対応について
【保健福祉部】
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オンブズパーソン

＊市の機関
＊ 市と協定を結んだ
公共的団体、民間
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